
新型コロナウイルス感染症対策における一般用マスクの配布について 

 

新型コロナウイルス感染症が全国的に増加傾向にあり、国は、4 月 7 日に、7 都府

県を対象地域とし、4 月 16 日には全国を対象とした緊急事態宣言を発令しました。 

栃木県においても、感染者が増加傾向にあり、市民の皆さんにおかれましては不安

を抱えていることと思います。 

市では、2 月に「日光市新型コロナウイルス感染症対策本部」を設置し、感染予防・

まん延拡大の防止などに向け、学校の休校やイベントの自粛などに取り組んできまし

たが、国の緊急事態宣言や緊急経済対策が示されたことを踏まえ、改めて、新型コロ

ナウイルス感染症対策に係る基本的対応方針を定め、更なる対策に取り組むこととい

たしました。 

このたび、その対策の一環として、児童・生徒及び妊婦の方や特定疾患をお持ちの

方など、特段の配慮が必要と考えられる方に対し、市で購入することができたマスク

を配布させていただきます。 

なお、国においては、マスクの安定供給を目指すこととしており、市が今後も引き

続き一括購入し配布することは、大変難しい状況にあると考えております。そのため、

今回配布したマスクにつきまして、計画的にご使用いただきますようお願いいたしま

す。 

新型コロナウイルス感染症との戦いは、長期戦になることも予想されています。 

そのため、市民の皆さまの行動におきましても、「３つの密」、「密閉・密集・密接」

を避け、不要・不急の外出を控えるなど、感染拡大防止に努めていただきたいと思い

ます。 

 また、不安やストレスを感じている市民の皆さんも多くいらっしゃるとは思います

が、市民の皆さまと力を合わせて、この困難を乗り越えていきたいと考えています。 

今後も国及び県の対策方針に併せ、市としても一層の感染症対策を実施してまいり

ますので、市民の皆さんにおかれましては、感染予防に十分にご注意いただき、お過

ごしくださいますようお願い申し上げます。 
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